
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公共工事品質確保に関する議員連盟 総会
国土交通省資料

令和５年２月８日



１．建設業の担い手確保に向けた取組

１－１．賃金水準の確保への取組

１－２．働き方改革の推進

１－３．建設キャリアアップシステムの普及促進

１－４．建設資材の価格高騰への対応

２．直轄事業における最近の取組

２－１．総合評価落札方式における賃上げを実施する

企業に対する加点措置の実施状況

２－２．直轄工事における週休二日の取組

・・・ ２

・・・ ３

・・・ １６

・・・ ２２

・・・ ２７

・・・ ３５

・・・ ３６

・・・ ４９

1

目 次



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．建設業の担い手確保に向けた取組

2



3

１－１．賃金水準の確保への取組



令和４年３月から適用している公共工事設計労務単価
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

(２) 必要な法定福利費相当額（平成25年度～）や義務化分の有給休暇取得に要する費用（令和2年3月～）のほか、

時間外労働時間を短縮するために必要な費用（令和4年3月～）を反映

(３) 新型コロナウイルス感染症の影響下であることを踏まえた特別措置（令和3年3月、令和4年3月）※を適用

単価設定のポイント

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた
被災三県における単価引き上げ措置

・調査時期（季節）を適切に考慮した統計処理
等を実施

１０年連続の上昇

全 国 主要12職種※（19,734円）令和３年３月比；＋３．０％（平成24年度比；＋５７．６％）

全 職 種 （21,084円）令和３年３月比；＋２．５％（平成24年度比；＋５７．４％）

※「主要12職種」とは通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

※前年度を下回った単価は、前年度単価に据置
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令和４年３月から適用している設計業務委託等技術者単価

◆最近の給与等の実態を適切・迅速に反映

設計業務委託等（設計、測量、地質関係）

42,195円 R3年３月比；＋３．２％

（平成24年度比+3５．０％）
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斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会 （R4.2.28）

日 時：令和4年2月28日 17:00～18:00
出席団体：日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会
テーマ：建設業の賃金引上げに向けた取組、働き方改革等の推進、建設キャリアアップシステムの普及

促進 等

開催概要

⚫ 建設業の賃金引上げに向けては、官民協働

した取組が不可欠であり、様々な課題もあ

り、困難を伴うものの、本年は概ね３％の

賃金上昇の実現を目指して、全ての関係者

が可能な取組を進めることを申合せ。

⚫ 建設業の担い手確保に向けて、工期の適正

化や施工時期の平準化、インフラ分野の

DX推進等による働き方改革等の推進や、

ダンピング対策の徹底等について議論。

⚫ 建設キャリアアップシステム（CCUS)の更

なる普及促進及びこれを用いた処遇改善等

について議論。技能レベルに応じた手当の

支給について、取組の水平展開を大臣から

要請。
6



適正な賃金水準の確保に向けた業界団体の動き
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○ 技能労働者の賃金水準の引上げについて

日建連会員企業は、「労務費見積り尊重宣言」の2022年度

の運用について、一次下請への見積り依頼に際して、概ね

３％の賃金上昇の趣旨に適う適切な労務費を内訳明示した

見積書の提出要請を徹底し、当該見積りを確認した上でこ

れを尊重するものとすること。

日本建設業連合会 （令和４年３月23日理事会決定・会長名通知） 全国建設業協会 （令和４年３月15日理事会説明・４月１日会長名通知）

○ 令和４年度事業計画

引き続き賃上げ、設計労務単価の上昇、適正利潤の確保、

更なる賃上げの好循環を続けるため、意見交換会で申し合

わせた概ね３％の賃上げを目指し、会員企業の建設技能

者の賃上げ、下請契約での反映等の取組を進める。

全国中小建設業協会 （令和４年３月18日理事会決議）

○ 働き方改革宣言～選ばれる建設業を目指して～

若者の入職を増やすためには、賃金の引き上げが重要。

「現在の公共投資における社会的背景を好循環と捉え、

今年度は概ね３パーセントの賃金アップを目指し、可能な

取り組みを行うこととする。」

の取組を宣言する。

建設産業専門団体連合会 （令和４年６月16日総会説明）

○ 安定した下請金額の確保方策等について

・意見交換会で、概ね３％の賃金上昇の実現を目指して全て

の関係者が可能な取組を進めることを申し合わせた

・賃金上昇に向け、各経営者に可能な決断と努力をお願い。

・下請系専門工事業としては入る原資が安定しないと困難。

連合会として、安定した下請金額の確保方策等を検討



［ダンピング対策］ 低入札価格基準の計算式の改定

8※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

低入札価格調査基準とは

■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準。

■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施し、
履行可能性が認められない場合には、落札者としない。

■ 基準の計算式について、工事費用の実態を踏まえて適時改定。

国交省直轄工事における低入札価格調査基準の計算式の改定について

○令和４年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の計算式を改定。
「一般管理費等×0.55」 ⇒ 「一般管理費等×0.68」

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×消費税

H31.4.1～ R4.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.68

上記の合計額×消費税

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×消費税

H29.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×消費税

H28.4.1～



［ダンピング対策］ 地方公共団体における算定式の設定水準等

○ 都道府県は、約９割の団体※で令和４年中央公契連モデル相当（以上）の水準で運用
○ 市区町村は、約95％の団体で低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を活用。（いずれの制度も未導入は78団体）

○ 算定式の設定水準が確認できる団体のうち、約半数の団体が令和４年中央公契連モデル相当（以上）を採用

調査基準価格算定式の設定水準

最低制限価格算定式の設定水準

※算定式非公表、未導入の団体除く

Ｎ＝1147Ｎ＝1117

市区町村

Ｎ＝672 Ｎ＝699

市区町村

※ 中央公契連モデルとの比較が可能な団体を対象に集計（算定式非公表団体等は集計対象外）

＜未導入団体の推移＞

Ｈ１８ ４８４ 団体

Ｈ２０ ３５９ 団体

Ｈ２４ ２３２ 団体

Ｈ２９ １２６ 団体

Ｈ３０ １０９ 団体

Ｒ ２ ８８ 団体

Ｒ ３ ８１ 団体

Ｒ ４.８ ７８ 団体

いずれの制度も未導入の団体

出典：令和３度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和３年10月１日時点）
令和４年中央公契連モデルへの改正状況調査（令和４年８月１日時点）

都道府県

■・・・R4モデル以上の水準 ：11団体
■・・・R4モデル相当の水準 ：32団体
■・・・Ｈ31モデル相当の水準： 4団体

都道府県

16
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203

166 135
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※山形県、岡山県、高知県は算定式非公表
岩手県、長野県、広島県は制度未導入

■・・・R4モデル以上の水準 ：10団体
■・・・R4モデル相当の水準 ：28団体
■・・・Ｈ31モデル相当の水準： 3団体
■・・・算定式非公表 ： 3団体

R３ R４．８

■・・・R4年公契連モデル以上の水準 ■・・・R4年公契連モデル相当の水準 ■・・・ H31年公契連モデル相当の水準 ■・・・ ・ H31年公契連モデル未満の水準

28

500

817

346

300 273

0%

20%

40%
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R３ R４．８
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［ダンピング対策］ 地方公共団体における取組状況の「見える化」
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○ 地方公共団体におけるダンピング対策の取組状況について、「見える化」の取組を実施 （最新版は令和４年１１月公表）

○ 各市区町村のダンピング対策の取組状況について、主に以下の項目を「見える化」

－ 低入札価格調査制度の導入状況及び 調査基準価格算定式の設定水準
－ 調査基準価格を下回った入札件数のうち排除を行った入札件数の実績（排除率）
－ 最低制限価格制度の導入状況及び 最低制限価格算定式の設定水準

国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00137.html

（例）神奈川県

市区町村における調査基準価格の算定式の設定水準（神奈川県）

発注機関 調査基準価格の算定式 排除率※

横浜市 独自モデルを採用
（平成31年中央公契連モデル以上の水準）

18％
（4/22件）

川崎市 独自モデルを採用
（平成31年中央公契連モデル以上の水準）

0％（0/9件）

相模原市 独自モデルを採用
（令和4年中央公契連モデル以上の水準）

83％
（19/23件）

横須賀市 - -

平塚市 令和4年中央公契連モデルを採用 0％（0/3件）

鎌倉市 令和4年中央公契連モデルを採用 0％（0/2件）

藤沢市 その他の独自モデルを採用 0％（0/5件）

小田原市 令和4年中央公契連モデルを採用 低入発生0

茅ケ崎市 令和4年中央公契連モデルを採用 0％（0/5件）

逗子市 平成31年より前の中央公契連モデルに準拠 低入発生0

三浦市 - -

秦野市 令和4年中央公契連モデルを採用 設定割合0

厚木市 その他の独自モデルを採用 0％（0/2件）

大和市 - -

伊勢原市 - -

海老名市 その他 0％（0/3件）

座間市 令和4年中央公契連モデルを採用 設定割合0

南足柄市 令和4年中央公契連モデルを採用 設定割合0

綾瀬市 - -

葉山町 その他 設定割合0

寒川町 令和4年中央公契連モデルを採用 低入発生0

大磯町 その他の独自モデルを採用 0％（0/1件）

二宮町 その他 設定割合0

中井町 - -

大井町 令和4年中央公契連モデルを採用 0％（0/3件）

松田町 - -

山北町 平成31年中央公契連モデルを採用 低入発生0

開成町 令和4年中央公契連モデルを採用 設定割合0

箱根町 - -

真鶴町 令和4年中央公契連モデルを採用 設定割合0

湯河原町 - -

愛川町 令和4年中央公契連モデルに準拠 設定割合0

清川村 - -

令和４年中央公契連モデル以上の水準

令和４年中央公契連モデル相当の水準

平成３１年中央公契連モデル相当の水準

平成３１年中央公契連モデル未満の水準

その他、入契調査等による設定水準の判断が不可能なもの

制度未導入 （ 最低制限価格制度も未導入）

※排除率の記載について
低入発生0 : 調査基準価格を下回った入札が0件
設定割合0 : 低入調査制度を使用した発注が0件
集計不可0 : 排除件数等のデータなし

－ : 低入調査制度を導入していない

市区町村における最低制限価格の算定式の設定水準（神奈川県）

発注機関 最低制限価格の算定式

横浜市 独自モデルを採用
（平成31年中央公契連モデル以上の水準）

川崎市 令和4年中央公契連モデルに準拠

相模原市 独自モデルを採用
（令和4年中央公契連モデル以上の水準）

横須賀市 独自モデルを採用
（令和4年中央公契連モデル以上の水準）

平塚市 令和4年中央公契連モデルを採用
鎌倉市 令和4年中央公契連モデルを採用
藤沢市 その他の独自モデルを採用
小田原市 令和4年中央公契連モデルを採用
茅ケ崎市 令和4年中央公契連モデルに準拠

逗子市 独自モデルを採用
（平成31年中央公契連モデル未満の水準）

三浦市 令和4年中央公契連モデルを採用
秦野市 その他の変動型最低制限価格制度を採用
厚木市 その他の独自モデルを採用
大和市 令和4年中央公契連モデルを採用
伊勢原市 平成31年中央公契連モデルを採用
海老名市 令和4年中央公契連モデルを採用
座間市 令和4年中央公契連モデルに準拠
南足柄市 令和4年中央公契連モデルを採用

綾瀬市 独自モデルを採用
（平成31年中央公契連モデル以上の水準）

葉山町 その他の変動型最低制限価格制度を採用
寒川町 令和4年中央公契連モデルを採用
大磯町 その他の独自モデルを採用
二宮町 その他
中井町 平成31年より前の中央公契連モデルに準拠
大井町 令和4年中央公契連モデルを採用
松田町 平成31年より前の中央公契連モデルを採用
山北町 -
開成町 令和4年中央公契連モデルを採用
箱根町 令和4年中央公契連モデルを採用
真鶴町 令和4年中央公契連モデルを採用
湯河原町 算定式は非公表
愛川町 令和4年中央公契連モデルに準拠
清川村 平成31年より前の中央公契連モデルを採用

令和４年中央公契連モデル以上の水準

令和４年中央公契連モデル相当の水準

平成３１年中央公契連モデル相当の水準

平成３１年中央公契連モデル未満の水準

その他、入契調査等による設定水準の判断が不可能なもの

制度未導入 （ 低入札価格調査制度も未導入）

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00137.html


［ダンピング対策］ 地方公共団体への個別ヒアリング

平成31年中央公契連モデルを下回る人口１０万人以上の市への個別の働きかけ

調査基準価格（最低制限価格）の算定基準について、平成31年中央公契連モデルを下回る基準を採用

する人口１０万人以上の市（５４団体）に個別にヒアリング調査を実施し、基準の改正や課題を聴取

今後、算定式非公表、独自基準を採用する団体についても分析に着手

⇒ 非公表としている理由、独自基準の設定水準等を確認し、必要に応じて働きかけ

平成31年中央公契連モデル

を下回る基準を採用する

人口１０万人以上の市

５４団体

30
11

11

2

H31年モデルへ改正済（改正を予定）

モデルの改正検討中

必要に応じて今後検討

現時点での改正困難

Ｒ３年１２月時点Ｒ２年１０月時点

算定基準の改正に向けた状況

Ｒ４年１０月時点

個別ヒアリングの実施

計33団体がH31年モデル
以上へ改善
20団体はR4モデル水準

20

13

19

2

R4モデル水準

H31モデル水準

H31モデル未満

その他のモデル

33

11



持続可能な建設業に向けた環境整備検討会

担い手確保や生産性向上等の従前からの建設業における課題や、昨今の建設資材の急激な価格変動等の

建設業を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来にわたり建設業を持続可能なものとするための環境を整備

するために必要な施策の方向性について、検討を行う。

○建設資材価格の変動への対応

・資材価格変動に対応しやすい契約について

－ 契約・費用（コスト）の透明性、リスク負担のあり方 など

○建設技能者の処遇改善

・技能者の賃金を適切に行き渡らせる方策について

－ 重層下請構造の適正化、労務の需給調整 など

・賃金を下支えする仕組みについて

－ 労務費の「見える化」「標準化」、海外事例※ など

※ 基準賃金以上の支払いの義務付け、労働協約の遵守など

令和４年度

８月３日 第１回 論点整理

９月５日 第２回 事業者ヒアリング①

９月８日 第３回 事業者ヒアリング②

10月26日 第４回 価格変動への対応

11月16日 第５回 適正な施工体制の確保

12月27日 第６回 技能労働者の賃金等

２月６日 第７回 とりまとめに向けた論点整理

年度内 とりまとめ（予定）

座 長 楠 茂樹 上智大学法学部 教授

榎並 友理子 日本IBM株式会社 執行役員 公共事業部長

惠羅 さとみ 法政大学社会学部 准教授

大森 有理 弁護士

西野 佐弥香 京都大学大学院工学研究科准教授

原 昌登 成蹊大学法学部 教授

堀田 昌英 東京大学大学院工学系研究科教授

第１回検討会の様子

（敬称略）

主な検討事項 スケジュール

委 員

12



品確法における関係条文
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第三条（基本理念）

８ 公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能
労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約（下請契約を含む。）の当事者が、各々の
対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法（大正十一年法律第七十号）等の定めるとこ
ろにより事業主が納付義務を負う保険料（第八条第二項において単に「保険料」という。）等を的確に反映した適正な額の請
負代金及び適正な工期又は調査等の履行期（以下「工期等」という。）を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる
限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働
条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければならない。

第七条（発注者等の責務）

一 公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保
することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及
び資材等の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事する者の業務
上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、工期等、公共工事等の実施の実態等を的確に反
映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。

第八条（受注者等の責務）

２ 公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間そ
の他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映
した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。

２受注者等の責務に関する事項

…（前略）…国は、元請業者のみならず全ての下請業者を含む公共工事を実施する者に対して、労務費、法定福利費等が適切
に支払われるようその実態把握に努める…（中略）…ものとする。

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針

公共工事の品質確保の促進に関する法律



建設生産システムにおける価格決定構造

14

材料費

下請
経費

元請
経費

労務費

材料費

定用単価
ベース

下請経費

労務費

元請
経費

定用単価
ベース

下請経費

労務費

定用単価
ベース

（外注経費）

労務費と下請経費を合算した常用単価をベースに契約金額が決定

元請

２次下請

下請経費を差し引いた金額で
賃金を支払い

✓ 上流から支払われた金額を上限に賃金が決定するため、技能
者自身にとって適正な賃金水準となっているかどうか不明

✓ 労務費が曖昧な見積りとなり、下流側の価格交渉力が低下。
結果として適正な賃金の原資が確保できない恐れ

１次下請けの経費

建設工事における契約金額と賃金決定の構造

参考：「建設技能労働者の賃金決定過程に関する研究」
２０１３．３ 古橋真人

建設技能者１次下請



適正な賃金の支払いが可能となるための施策の検討例

15

自社
経費

元請

１次下請

適正年収の支払いが可能となる労務費の見える化
不当廉売の制限による賃金支払い原資の確保

労務費

下請
経費

下請
経費

労務費

材料費

元請
経費

建設工事における契約金額と賃金決定の構造

自社
経費

労務費

２次下請

設計労務単価等を元
にした適正年収

CCUSレベル別年収な
ど、技能者自身に適正
な賃金水準を明示

建設技能者

不当廉売の
制限

不当廉売の
制限

✓ 公共工事においては、発注者が、設計

労務単価等を元に適切な積算を行うこ

とで、適正な予定価格を設定

✓ さらに、建設技能者へ適切な賃金が支

払われるよう、以下について検討

・賃金引下げによる低価格競争（不当廉

売）を制限し、賃金支払いの原資を確

保すること

・技能者自身に、それぞれのスキルに見

合った適正な賃金水準を明示すること
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１－２．働き方改革の推進
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建設産業における働き方の現状

他産業では当たり前と
なっている週休２日も
とれていない。

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

年間の総実労働時間
については、全産業と
比べて90時間長い。
また、20年程前と比べ
て、全産業では約90
時間減少しているもの
の、建設業は約50時
間減少と減少幅が小
さい。

出典：国土交通省「適正な工期設定等
による働き方改革の推進に関する
調査」（令和4年6月15日公表）
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8.6% 10.0% 44.1% 22.9% 13.2%

1.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

18.1% 16.4% 48.7% 9.1% 6.5%

0.4%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

建設業における平均的な休日の取得状況

5.0% 7.0% 38.4% 30.2% 16.3%

2.7%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

「4週6休程度」が最多

公共工事の方が、「4週8休以上」の割合が高い

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

民間工事
の受注が
ほとんど

16日



罰則付き時間外労働規制に対する国交省の取組

令和６年４月以降、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、国交省直轄工事
における週休２日モデル工事の拡大に加え、地方公共団体、民間発注者、建設業者への働きかけ等を実施

①週休２日モデル工事の取組件数を順次拡大

②月単位での週休２日確保へ向けた取組の推進

・仕様書等を週休２日を前提とした内容に修正
・工期設定の指針等を見直し
・工期の一部の交代制への途中変更を検討
・新たな経費補正措置の立案を検討
・公共発注者と連携した一斉閉所の取組拡大

幅広い周知の実施

・労基法に対する懸念点等
についてチラシの作成、
周知【厚労省と連携】

・週休２日に向けた取組の
好事例集の作成、周知

幅広い周知の実施

・適正な工期設定について
経済団体本部(経団連等)
での講演等による周知

・地域経済団体(商工会議
所等)へ働きかけ(予定)

＜モニタリング調査による周知・注意喚起＞

【厚労省と連携】

・調査対象：発注者・元請業者

直轄工事

地方公共団体

週休２日の確保を考慮した適正な工期設定や
必要となる費用の予定価格への反映を要請

・各都道府県・市区町村との会議の場において

各地方公共団体に対して直接働きかけ

・市町村議会に対する働きかけ

週休２日の質の向上へ向けた取組推進 民間発注者 建設業団体

直接的な働きかけ

周知・注意喚起 周知・注意喚起

＜会議体や説明会を通じた周知＞【厚労省と連携】

・都道府県労働局主催の協議会※で働きかけ

・労働基準監督署での説明会で働きかけ

※都道府県労働局、建設業団体、発注者団体、地域経済団体、
地方整備局、都道府県等で構成される会議体

18
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都道府県の平準化率の状況

全国平均（都道府県）
令和３年度：0.80

（参考）令和２年度：0.77

地域別の平準化率の区分分布（令和３年度）

平準化率の区分

全国 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

令和３年度 0.62 0.65 0.68 0.60 0.66 0.52 0.55 0.66 0.64 0.62 0.69

令和２年度 0.57 0.64 0.56 0.57 0.58 0.51 0.56 0.62 0.64 0.54 0.64

地域別の平準化率の平均値（指定都市・市区町村）

指定都市・
市・区

（815団体）

※グラフ内の数字は地方公共団体数

町・村
（926団体）

※平準化率の定義：４～６月期の月あたり工事平均稼働件数／年度全体の月あたり工事平均稼働件数
※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出
（１件当たり500万円以上の工事を対象・令和３年度実績）

平準化率 0.8以上

平準化率 0.7～0.8

平準化率 0.6～0.7

平準化率 0.6未満

指定都市・市区町村の平準化率の状況

※地域区分
北海道：北海道
東 北 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関 東 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北 陸 ：新潟県、石川県、富山県
中 部 ：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿 ：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中 国 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四 国 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九 州 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖 縄 ：沖縄県
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［施工時期の平準化］ 地方公共団体の平準化率
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［施工時期の平準化］ 地方公共団体における進捗・取組状況の「見える化」

国土交通省ウェブサイト：
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000105.html

○ 地方公共団体における施工時期の平準化の進捗・取組状況について、「見える化」を実施 （最新版は令和５年１月公表）

○ 主に以下の項目を「見える化」

－ 平準化率
－ 平準化の取組状況（「さしすせそ」の取組）

（例）神奈川県

（上段：平準化率）

※定義：４～６月期の月あたり工事平均稼働件数／年度の月あたり工事平均稼働件数

※「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事を基に算出（令和３年度実績。1件当たり500万円以上）

（下段：該当する 「さしすせそ」の取組状況）

※令和３年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査（令和３年10月１日時点）より算出

※実績なしの地方公共団体は「－」と表示
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地方公共団体における入札契約改善に向けたハンズオン支援

○国土交通省が支援事業者と共に、地方公共団体における入札契約改善の取組を支援。

○管内市町村が参加し、勉強会等を通じて、各団体で個別に抱える入札契約に関する課題等を確認した上で、
各団体に応じた支援を実施。

支援の概要

勉強会の開催 入札契約改善に向けた重点取組支援の枠組み

支援による成果イメージ

●管内市町村の取りまとめ、
国土交通省との連絡窓口

・管内市町村との各種連絡調整
・都道府県の制度要綱・様式等の提供 等

●入札契約改善の取組
・勉強会の参加
・改善ロードマップの作成 等

●入札契約改善の取組支援
・勉強会の資料作成補助
・市町村からの相談に対する助言・資料
作成補助 等

支援事業者の担う主な役割

都道府県の担う主な役割

管内市町村の主な対応

・勉強会等の実施
・相談に対する助言、
情報提供

・勉強会の参加
・随時、相談

●全体のマネジメント

国土交通省の担う主な役割

① 一般競争入札の活用 ⑧ 設計変更ガイドラインの策定

② 総合評価落札方式の活用 ⑨ 法定福利費の適切な計上

③ 低入札価格調査制度(算定式) ⑩ 週休２日モデル工事の実施

④ 低入札価格調査制度(公表時期) ⑪
下請による社会保険等
未加入業者の排除

⑤ 最低制限価格制度(算定式) ⑫ 第三者機関等の設置

⑥ 最低制限価格制度(公表時期) ⑬ 義務付け事項の実施

⑦ 予定価格の公表時期 ⑭ 中間前金払制度の導入

地方公共団体
（都道府県、管内市町村）

国土交通省

支援事業者

（業務委託契約）
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１－３．建設キャリアアップシステムの
普及促進



建設キャリアアップシステムの利用状況 （2022年12月末）

23

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

107.2万人が登録

※労働力調査（R3）における建設業技能者数：309万人

20.6万社が登録

※うち一人親方は6.5万社

現場での利用は増加傾向

※12月は359万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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労務費調査を用いてＣＣＵＳを技能者の処遇改善につなげる取組

24

〇 労務費調査において、ＣＣＵＳ技能者の技能・経験に応じた賃金実態を把握し、レベル評価された場合の
賃金目安を示すことにより、能力評価が賃金に反映される方策について検討中。
※令和3年度の労務費調査では、CCUS登録技能者（レベル４）の平均賃金はCCUS登録技能者（レベル１～３）より約14％高い実態

〇 登録数は３人に１人まで増加しているが、それに見合う履歴の蓄積・評価が進んでいない。

（参考） レベル別技能者数
レベル１（白）

979,048人
レベル2（青）

12,102人
レベル3（銀）

11,396人
レベル4（金）

45,540人

ＣＣＵＳのレベル別賃金目安（イメージ）

○ CCUS登録技能者の賃金実態を分析したところ、レベルが高いほど、高い賃金実態となっている。

レベル１相当 レベル２相当 レベル３相当 レベル４

レベルが高いほど、
高い賃金実態となっている

各レベルの賃金実態（イメージ）



ＣＣＵＳの更なる普及に向けた重点的取組
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◎直轄工事におけるモデル工事の実施 （WTO工事等）

◎都道府県では、３８道府県が企業評価を導入
政令指定都市は１４市が企業評価を導入

◎ 経営事項審査において、全建設工事または全公共工
事の現場におけるカードリーダー設置等に対して加点
措置を施行し（本年１月）、現場利用をさらに促進

◎ 監理技術者等の現場兼任を認める要件に、ＣＣＵＳ等
による施工体制の把握を位置づけることを検討

◎ ＣＣＵＳの能力評価等を企業独自の手当てに反映する
取組を水平展開 （現在、２０社を超える大手・中堅ゼネコン等で導

入又は検討。地場企業、専門工事業にも取組の広がり。）

公共工事等におけるインセンティブ措置

技術者専任要件の緩和 技能レベルを反映した手当て支給の普及

◎公共発注者が、ＣＣＵＳの管理機能を用いて、週休２日

工事における達成状況を円滑に確認できる機能を供用
（公共発注者による閲覧機能を内製化） ※令和4年12月から供用開始

公共発注者による週休２日工事での活用

元請による現場利用の促進
（元請によるカードリーダー設置等）

労務費や処遇改善への展開

【カードリーダー等の購入等に係る経費の助成】 CCUSを活用した雇用環境整備を実施する建設事業主団体に対してカードリーダーの購入等に係る経費を助成（厚労省）



建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業

○ 就業履歴を蓄積するカードリーダーの設置コストを削減するため、安価なカードリーダーでも利用可能とな
るよう就業履歴登録アプリを改修。

○ デジタル化推進のため、ＣＣＵＳ画面に新たに入力項目を設け、施工体制台帳等※へデータが反映できる
ようシステムを改修 ※ 施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書、作業員名簿等

○ 今回改修を実施することで、システムの利用コスト軽減、現場管理・作業効率化などの生産性向上を実現、
利用の促進を図ることで、技能者の能力評価のステップアップ、処遇改善につなげる。

令和４年度２次補正予算 5.5億円

■現行反映項目 ： 元請／下請事業者名、工事名称、現場住所・工期 等
■今回対応範囲 ： 許可業種、外国人従事有無、発注者情報 等

カードリーダー改修 施工体制台帳等改修

就
業
履
歴
登
録
ア
プ
リ
（
建
レ
コ

）

技能者ID

CCUSカード 従来のカードリーダー
1～3万円程度

安価なカードリーダー
3,000円程度～

今回対応範囲

就業履歴登録

再発行回数

カード製造番号
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１－４．建設資材の価格高騰への対応



主要建設資材の価格推移

28

出典 ：「建設物価」 （一般財団法人 建設物価調査会）
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（円／単位）

異形棒鋼 Ｈ形鋼
厚板 生コンクリート
セメント 型枠用合板
ストレートアスファルト 再生アスファルト合材
軽油（ローリー）

○2021年（令和３年）後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。
○足元では、全国的にセメント・生コンクリートの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。

2023.1(2月号反映)

型枠用合板 （円／50枚）
2023年1月 ¥110,000 （+24.3%）

(2022年1月 ¥88,500)

生コンクリート （円／10㎥）
2023年1月 ¥178,000  (+20.3%)
(2022年1月 ¥148,000)

軽油 （円／kl）
2023年1月 ¥116,000    (+6.4%)

(2022年1月 ¥109,000)

異形棒鋼 （円／ｔ）
2023年1月 ¥115,000 (+19.8%)

(2022年1月 ¥96,000)

ストレートアスファルト (円／t)
2023年1月 ¥103,000 (+6.2%)
(2022年1月 ¥97,000)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 (円／10t)
2023年1月 ¥99,000     (+13.8%)
(2022年1月 ¥87,000)

セメント (円／10t)
2023年1月 ¥130,000 (+18.2%)
(2022年1月 ¥110,000)

厚板 （円／t）
2023年1月 ¥143,000 (+10.0%)
(2022年1月 ¥130,000)

Ｈ 型鋼 （円／ｔ）
2023年1月 ¥124,000 (+13.8%)
(2022年1月 ¥109,000)

価格推移（東京）



建設資材価格に関する適切な価格転嫁に向けた国交省の取組

➢ 公共発注者・民間発注者・建設業団体に対し、スライド条項等の適切な設定・運用や必要な契約変更の実

施等を要請 （公共発注者に対しては、資材単価の適時の改定・調査頻度を増やすこと等も併せて要請）

➢ 都道府県における資材単価の設定状況等について見える化し、改善を働きかけ

➢ 元請下請/受発注者間における請負代金等の契約締結状況についてモニタリング調査を実施

サプライチェーン全体で、建設資材に関する適切な価格転嫁が図られるよう、受注者・発注者（施
主）間を含めた建設工事に関する環境整備を進めることが必要

➢ 地方公共団体における①資材単価の設定状況、②スライド条項の設定・運用状況について調査

➢ 全国の都道府県主催会議（公契連）において、適正な予定価格の設定・スライド条項の適切な運用等につ

いて市区町村へ直接働きかけ

➢ 適切なリスク分担等により価格転嫁が図られるよう、受発注者間で標準約款の適切な活用を働きかけると

ともに、資材価格変動に対応しやすい契約について検討

今後の更なる取組

これまでの取組

直轄工事において、スライド条項の運用等適切な対応を実施するとともに、地方公共団体等に対し、最新の
実勢価格を反映した適正な予定価格の設定やスライド条項の適切な運用等を要請
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令和４年度建設業取引適正化推進期間 （R4.10.1～12.28）

実施内容 〇ポスターの掲示

〇建設業に係る法令遵守に関する講習会の開催

〇立入検査の実施（国と都道府県による合同立入検査を含む）

〇各許可行政庁による自主的な事業

〇各種相談窓口等（駆け込みホットライン等）の周知 等

１．立入検査
■地方整備局等による単独実施

・大臣許可業者 １８２業者
■都道府県と地整等による合同実施
（地整等 及び ２２都道府県）

・大臣許可業者 １９業者
・知事許可業者 ４９業者

■都道府県による単独実施
（１４都道府県／書面調査含む）

・知事許可業者 ３８３業者
■合計 ６３３業者

２．講習会
（地整等、３２都道府県／ＷＥＢ含む）

■地整等による単独開催
１回（ １０１名）

■都道府県と地整等による合同開催
３６回（５，１０７名）

■都道府県による開催
１５回（１，７７０名）

■合計 ５２回（６，９７８名）

※地整等・・・地方整備局、北海道開発局及び
沖縄総合事務局

建設業の請負契約では、今でも元請負人と下請負人との間の不適切な取引を指摘する声があることから、建設業取引

の適正化に向け、 「建設業取引適正化推進期間」を設け、国土交通省と都道府県が連携して集中的に取り組みを実施

しているところ。

趣 旨

建設業取引適正化推進期間

令和３年度実績（期間中の実績）

※１）上記取組のほか、重点項目としてR3.10より実施していた元請業者を対象とした

モニタリング調査（適正な請負代金での契約締結がなされるよう、標準見積書の活

用状況や見積りに基づく協議の状況等について確認）を、R4年度も継続して実施

※２）今般の価格高騰等の情勢を踏まえ、公共工事・民間工事にかかわらず、元請下請

間・受発注者間における請負代金などの契約締結状況についてモニタリング調査を

実施し、適正な請負代金の設定や工期の設定について協力要請
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項目
全体スライド

（第１～４項）

単品スライド

（第５項）

インフレスライド

（第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に対応
する措置

特定の資材価格の急激な変動に対応する
措置

急激な価格水準の変動に対応する措置

請負額変更

の方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残
工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来高部分を除く特定
の資材（鋼材類、燃料油類等）

基準日以降の残工事量に対する資材、労
務単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレスライドと
併用の場合、全体スライド又はインフレス
ライド適用期間における負担はなし）

残工事費の１．０％

（30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建
設業者の経営上最小限度必要な利益まで
損なわないよう定められた「１％」を採用。
単品スライドと同様の考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド適用後、
12ヶ月経過後に適用可能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除いた工
期内全ての特定資材が対象のため、再ス
ライドの必要がない）

可能

事例

令和４年５月に河川維持工事（約２．７億
円）で適用し、約１．５百万円増額変更。

（Ｒ３・４安食管内維持工事【千葉県内工
事】）

令和４年１１月にアスファルト舗装工事（約
２．２億円）において、アスファルト類で適
用し、約５．５百万円増額変更。（Ｒ３国道６
号中村南電線共同溝路面復旧工事【茨城
県内工事】）

令和４年８月にトンネル工事（約７７億
円）で適用し、約２１５百万円増額変更
（大野油坂道路川合トンネル川合地区工
事【福井県内工事】）

価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切

国交省直轄工事におけるスライド条項の取扱いについて
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全ての品目の変動額が対象工事費又は残工事費の１％を超えない場合

品目 各材料 契約金額
物価変動
後金額

変動額
品目毎

変動額合計

適用の可否

単品スライド インフレスライド

燃料油
軽油 5,000 5,890 890

990 × ―

○

990
ガソリン 300 400 100

鋼材類
異形棒鋼 2,500 3,400 900

950 × ― 950
Ｈ形鋼 500 550 50

アスファルト類
再生アスファルト合材 4,000 4,500 500

900 × ― 900
アスファルト乳剤 5,000 5,400 400

コンクリート類

生コン 4,000 4,500 500

900 × ― 900プレキャストコンク
リートＬ型擁壁

5,000 5,400 400

合計 3,740
単品ｽﾗｲﾄﾞ
対象合計額

0
ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ
対象合計額

3,740

・単品スライド ：対象工事費の変動額合計3,740千円に対するスライド額は、0千円
・インフレスライド ：残工事費の変動額合計3,740千円に対するスライド額は、2,740千円（＝990+950+900+900-1,000)

※全体スライドは12か月以上の工期の工事が対象

＜計算の前提条件＞
・単品スライドの場合 ：対象工事費100,000千円（受注者負担は対象工事費に対する１％（1,000千円））
・インフレスライドの場合 ：残工事費100,000千円（受注者負担は残工事費に対する１％（1,000千円））

（参考） スライドの計算例
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○地方整備局（港湾空港関係を除く）締結の契約におけるスライド条項
（工事請負契約書第26条 ）適用状況

増額・減額スライド適用件数

年度 全体 単品 インフレ 合計

R3 1 23 146 170

R2 21 4 243 268

R1 7 4 367 378

H30 34 11 344 389

H29 2 4 327 333

５年度平均
(H29~R3)

13 9 285 308

※５年度平均欄はスライド種別ごとに四捨五入しているため合計と符合しません。
※地方整備局（港湾空港関係を除く）において各年度中にスライド変更契約を締結した件数（当初契約各年度）

〔参考〕当初契約件数年度平均（H29～R3年度） 約７，7００件

308件（平成29年度～令和３年度平均）

（参考） スライド条項適用状況
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各種スライド条項 （全体スライド、単品スライド、インフレスライド） に関する
ＦＡＱ等について

【掲載箇所】国土交通省ウェブサイト
URL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000101.html

QR コードによるアクセス：

○各種スライド条項（工事請負契約書第26条第１項～第６項）における規定、イメージ図、計算例、
FAQなどを国土交通省のウェブサイトに掲載しています。

34



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．直轄事業における最近の取組
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２－１．総合評価落札方式における
賃上げを実施する企業に対する
加点措置の実施状況



※北海道開発局、８地方整備局、沖縄総合事務局（農業・港湾空港関係を除く）を対象に集計。
※令和4年4月1日以降の契約案件であっても、入札手続きの開始時期が早く本制度対象外の工事あり。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置 実施状況

〇令和4年4月以降の契約案件を対象に「総合評価落札方式における賃上げを実施する企
業に対する加点措置」を開始。11月末までで3,714件の工事※が対象。

〇全工種合計で、実競争参加者のうち約６割（64%）、実績確認の対象となる落札者のうち約
７割（73%）が賃上げを表明。

件数・者数

対象工事件数 3,714件

のべ競争参加者数 20,674者

実競争参加者数 3,793者

うち、賃上げ表明者数 2,433者（約64%）

実落札者数 2,079者

うち、賃上げ表明者数 1,515者（約73％）
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4以上

5未満

5以上

6未満

6以上

7未満

7以上

8未満

8以上

9未満

9以上

10未満

10以上

賃
上
げ
表
明
率
（
実
参
加
者
数
）

年平均落札件数（R1～R3）

賃上げ表明率が増加

【全工種合計】近年の直轄工事受注実績と賃上げ表明率

〇過去3年間で国交省直轄工事を安定的に受注している企業ほど、賃上げ表明率が高い傾向。

〇全工事平均で64％の賃上げ表明率に対し、近年、平均年1件（過去3年間で3件）以上の工事
を受注している企業は、77%が賃上げを表明。

【参考】（事業者への聞き取りの一例）

・県工事を中心に受注していることから、賃上げ表明を行わなかった。

年平均1件以上受注：77%の表明率
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工種別 賃上げ表明率（実参加者）

全工種平均 64%

賃
上
げ
表
明
率(

実
参
加
者
数)

【工種別評価】実競争参加者に占める賃上げ表明率

〇全工種平均 約64%の賃上げ表明率に対し、
・表明率の高い工種 ： 一般土木（78%）、アスファルト舗装(85%)、鋼橋上部(96%)、橋梁補修（83%）
・表明率の低い工種 ： 造園（37%）、電気設備(42%)、通信設備(41%) 等

〇公共需要の占める割合が高いと想定される工種は総じて表明率が高いが、維持修繕のみ
平均程度（64%）の表明率に留まる。

〇比較的民間需要の割合が高いと想定される工種は、表明率が低い傾向。
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158
者

【一般土木】等級別の賃上げ表明状況（8地方整備局）

〇８地方整備局の一般土木のうち、A等級は100%、B等級は90%、C等級は78%の表明率。

〇C等級のうち、過去3年間で年平均1件以上の工事を受注している企業は84％の表明率。
近年、安定的に国交省の工事を受注している企業については、積極的に賃上げを表明して
いる傾向。

〇一方で、過去の国交省直轄工事の受注頻度が少ない企業については表明割合も低い。
（年平均1件未満：表明率62%）

一般土木
等級

実競争
参加者

賃上げ
表明者

表明率

A等級 28者 28者 100%

B等級 40者 36者 90%

C等級 1,558者 1,217者 78%

D等級 47者 25者 53%

合計 1,673者 1,306者 78%

256
者

183
者

961
者

年平均※1件以上
表明率84%

年平均※1件未満
表明率62%

Cランク実競争参加者：1,558者

賃上げ表明者:1,217者

一般土木Cの賃上げ表明状況

※ R1～R3年度の８地整の３年間の平均落札件数（全工種）※北海道・沖縄は等級分類が異なるため、8地整のみを対象に集計
40



1者参加
47%

3者以上
41%

【維持修繕】賃上げ表明の状況

〇維持修繕については、賃上げ表明率が64%に留まり、一般土木（78%）を大きく下回る。

〇維持修繕のみを受注している業者に限ると40%の表明率にとどまっており、比較的競争性が
低い工種については賃上げ表明率が低くなると考えられる。

実競争
参加者

表明者 表明率

全工種 3,793者 2,433者 64%

一般土木 2,058者 1,604者 78%

維持修繕 994者 637者 64%

維持修繕のみ
（一般土木との
重複除き）

262者 106者 40%

■競争参加者数の割合

一般土木

維持修繕

1～2者参加
は約2割

1～2者参加
は約6割

2者参加
12%

1者参加
10% 2者参加

9%

3者以上
81%
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非表明者による落札状況の整理

〇全工事件数約3,714件（令和4年11月末時点）に対し、非表明者が表明者を上回る評価を
受けて落札したケースは約219件（約6%）。

〇全工事の平均落札率93.4%に対して、非表明者が表明者を上回る評価を受けた工事の
平均落札率は93.3%と、ほぼ同等程度の落札率となっている。

工事総件数
3,714件(100%)

表明者が
落札

2,861件（77%）

非表明者が
落札

853件(23%)

1者参加
334件(9%)

2者以上
参加

519件(14%)

表明者の
参加あり

350件(9%)

非表明者
のみ参加

169件(5%)

非表明者の
落札

219件(6%)

予定価超過
辞退 等

131件(4%)

技術点が
主な要因

163件(4.4%)

価格点が
主な要因

56件(1.5%)

平均落札率
93.4%

平均落札率
93.3%

≒

→ほぼ同等程度の落札率

＜参考＞
■技術点が主な要因
・技術点：「非表明落札者」≧「表明１位」
■価格点が主な要因
・技術点：「非表明落札者」＜「表明１位」
・評価値：「非表明落札者」＞「表明１位」
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各県建設業協会へのヒアリング・アンケート調査

〇令和4年12月、全国47都道府県建設業協会に対し、賃上げ総合評価制度に関する
ヒアリング・アンケート調査を実施。

【制度への否定的意見】

〇制度の内容が複雑・わかりにくい （16）
〇過去に賃上げしてきた企業が不利で不平等 （3）
〇賃上げ目標がかえって低下する （3）
〇ペナルティがあると賃上げ表明しづらい （2）

【制度への肯定的意見】

〇賃上げの後押し、社員への還元 （18）
・賃上げの後押しになった。
・以前から取り組んでおり、受注機会が増大。
・社員のモチベーション向上 等

〇業界のイメージアップ、社員確保に有効 （2）

【賃上げを表明・実施できない理由】

〇当該年度の業績に左右されるため （29）
〇物価・資材価格高騰のため （16）
〇制度継続の場合、毎年の賃上げは困難 （16）
〇直轄工事以外の受注が中心のため （4）
〇直近で賃上げ済／既に十分な給与を支給 （5）

【その他】

〇制度がいつまでつづくのか不安 （22）
〇制度への誤解による意見・コメント （9）
・賞与が下がると総額で賃上げ目標に達しない
・期間雇用に変動が多く、平均が下がることもある
・定年後、再雇用すると給与が下がる 等

頂いた主なご意見 ※（）書きは当該意見をいただいた協会数、総数47。

※各県建設業協会において会員企業の意見（匿名）を集約し、地方整備局から協会に対しヒアリングを実施。
※意見集約対象企業数、企業選定の考え方、集約方法等は協会ごとに判断。協会の総意とは限らない。 43



賃上げ実績の確認に関する説明について

〇令和５年１月１日から、順次賃上げ実績の確認がスタート。
〇実績確認にあたり、国交省では本省・地方整備局から業界向け説明会を実施。
〇併せて、本制度・実績確認の柔軟な運用について周知し、改めて制度の普及を図っている。

国土交通省本省からの説明会（業界団体向け）

〇全国建設業協会 （令和4年12月14日）

〇建設コンサルタンツ協会 （令和4年12月16日）

〇全国地質調査業協会連合会 （ 同上 ）

〇日本建設業連合会 （令和4年12月19日）

〇日本道路建設業協会 （ 同上 ）

〇日本橋梁建設協会 （令和4年12月21日）

〇ダム・堰施設技術協会 （ 同上 ）

〇全国測量設計業協会連合会 （ 同上 ）

〇河川ポンプ施設技術協会 （令和4年12月23日）

〇日本造園建設業協会 （ 同上 ）

〇建設電気技術協会 （令和5年 1月17日） 等 44



賃上げ総合評価の実績確認方法について（概要）

〇賃上げ総合評価の実績確認にあたり、実績確認の窓口を代表地方整備局本局に一元化。
〇代表地整は、当該年度に賃上げ加点の上で契約関係にある地整から、企業側が選定。

STEP１
事前把握

STEP2

実績確認

企
業
等

A地整

B地整

a1事務所

a2事務所

a3事務所

b事務所

①事前把握書類の送付（郵送）

・事前把握における確認事項
・システムの操作方法等

②事前把握への回答（システム上で回答）

・代表地整の選定
・企業側の賃上げ対応窓口
・賃上げ期間の後倒し、前倒しの有無 等

各契約担当官と共有

企
業
等

Ａ
地
整

（代
表
地
整
）

主な目的 ： 実績確認を行う代表地整と、企業等の双方の窓口確認

B地整

a1事務所

a2事務所

a3事務所

b事務所

④必要に応じた確認

・資料内容の確認
・追加確認資料提出 等

③実績確認書類の提出
（システム上で提出）

※STEP1、 STEP2ともに、国交省からの委託を受けた機関から問い合わせ・確認等を行うことがある。

各契約担当官と共有

国土交通省

国土交通省
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実績確認のスケジュールについて

賃上げ表明書にて記載した暦年・又は事業年度の終了日

事前把握書類・様式の送付（郵送）約2週間前
（※1）

0日（起算日）

約2週間後
（※1）

事前把握様式の回答期日
（システム上で回答）

3か月後(※2) 実績確認書類の提出期日（システム上で回答）

5か月後(※2) 契約担当官による判断期日

S
T

E
P

1

S
T

E
P

2

（※2）当初表明の暦年・事業年度から賃上げ期間を後倒しした場合には、賃上げ期間終了後から起算。
前倒し（事業年度のみ）した場合には、賃上げ期間終了後ではなく、事業年度終了日から起算。

約
1
ヶ
月

3
ヶ
月

2
ヶ
月

国土交通省⇒財務省 報告
次の四半期（4,7,10,1月）

の15日

（この間に、必要に応じ資料内容の追加確認）

（※1） 12月末までの賃上げ期間に対し、
11月の工事で落札した場合等、
賃上げ表明のタイミングによっては
送付時期が遅くなることがある。
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賃上げ実績の評価対象とし得る賃金・社員について

継続雇用社員
比較する２年間を連続雇用

していない社員
その他の雇用形態（※）

・・・

役員 正社員 休職者など 退職者 新入社員 再雇用
パート

アルバイト

所
定
内
給
与

基本給

・・・

各種手当
（ex.住宅手当、家族手当）

時間外手当

賞与

… …

：社員への支払い賃金の総額で評価する場合

：継続雇用している正社員への支給額で評価する場合

：時間外手当や賞与等を除いて評価する場合

：継続雇用社員の基本給の定期昇給等で評価する場合

○「評価対象社員」と「評価対象賃金」について、企業等の個別の事情に応じて柔軟に組合わ
せて評価することが可能。

※その他の企業固有の雇用形態や手当等については、制度の趣旨を踏まえて個別に対応。
※具体例については、国土交通省WEBサイトに掲載のQ＆A等も参照してください。
※制度の趣旨から意図的に逸脱することのないようご留意ください。

評価対象社員

評価対象賃金

①

②

③

④

① ②

③ ④

【評
価
ケ
ー
ス
の
例
】

（※）その他の雇用形態についても、継続雇用社員等を評価対象とするかどうかは正社員に準じて判断可能。
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【参考】国土交通省WEBサイトにおける賃上げ総合評価の周知

48

〇国土交通省WEBサイトにおいて、賃上げ総合

評価に関するこれまでの事務連絡、説明資料
等を掲載。

〇これまでにいただいたご質問等についても、
Q＆A形式で回答を掲載。

【掲載箇所】国土交通省ウェブサイト
URL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
QRコードによるアクセス：

48

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
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２－２．直轄工事における
週休二日の取組状況



週休２日対象工事の実施状況

○直轄工事においては、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施。
○R6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進。

週休２日対象工事の実施状況（直轄土木工事）

7,300 

6,853 

4,450 

2,745 

1,106 

165 

192 

893 

3,330 

3,346 

2,735 

659 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

R3年度

R2年度

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

週休2日実施工事

週休2日対象工事

（公告工事）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091
実施件数2.5倍

対象件数1.6倍

7,780
実施件数1.6倍

対象件数1.3倍

実施件数1.5倍

7,746

4,018 
2,546 

321 

415 

7,300件
(R3年度)

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

公告件数
(取組件数)

824
(165)

3,841
(1,106)

6,091
(2,745)

7,780
(4,450)

7,746
(6,853)

7,492
(7,300)

実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5% 97.4%

※令和4年３月末時点
※令和3年度中に契約した直轄工事を集計（営繕工事、港湾空港除く）
※令和3年度の取組件数には取組協議中の件数も含む

7,492
実施件数1.1倍

現場閉所
（発注者指定方式）

現場閉所
（受注者希望方式）

交替制モデル
（発注者指定方式）

交替制モデル
（受注者希望方式）
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週休２日の現状

○R6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進。
○一方で、業界が行ったアンケート調査では、週休２日を達成できている企業は２～４割程度となっている。

出典：週休二日実現行動計画2021 年度通期フォローアップ報告書
（一般社団法人日本建設業連合会：令和４年7月）

【日本建設業連合会】令和４年度 週休２日に関するアンケート結果

【全国建設業協会】令和４年度 週休２日に関するアンケート結果

出典：「働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査」
（一般社団法人全国建設業協会：令和４年９月）

上段：R4年度の回答割合
下段：R4年度の回答現場（事業所）数

上段：R４年度の回答割合
（下段）：R３年度の回答割合

上段：R４年度の回答割合
（下段）：R３年度の回答割合

N=15,244

N=529

N=514
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直轄工事における週休２日の質の向上に向けた今後の方針案

平成28年度から週休２日モデル工事を実施。令和６年度の労基法時間外
労働規制適用に向け、取組件数を順次拡大。【休日の量の確保】

① 週休２日を前提とした取組への移行
仕様書、監督・検査等の基準類を、週休２日を前提とした内容に修正

② 工期設定のさらなる適正化
月単位での週休２日を前提とした工期を確保できるよう、指針等を見直し

③ 柔軟な休日の設定
出水期前など発注者の事情により、閉所型での週休２日が困難となった場合に、工期の一部を
交替制に途中変更できないか検討

④ 経費補正の修正
月単位での週休２日工事で実際に要した費用を調査し、新たな補正措置を立案できないか検討

⑤ 他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大
※併せて、直轄事務所と労基署との連絡調整を強化

現在のモデル工事は通期で週休２日を目指す内容となっており、
月単位で週休２日を実現できるよう取組の推進が必要。【休日の質の向上】

今後の方針案

（これまで）

（これから）

※順次具体化を図っていく
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○ 朝礼、後片付け、準備体操等（１日あたりに行われるもの）は、労働時間に含まれるもの
であり、歩掛に適切に反映されるべき

〇 路上工事などで常設作業帯が作れない工事は、資材基地からの移動時間を考慮した積算に
すべき

⇒朝礼・後片付け・準備体操等や資材基地からの移動時間を、施工合理化調査にて実態を把握
したうえで、積算に反映する方法を検討

始業
8:00
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備
体
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後
片
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昼
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12:00 13:00
終業
17:00

K
Y

活
動

作
業
指
示

作
業
準
備

「準備・後片付け」を含めた就業時間の例

「現場移動」を含めた就業時間の例

始業
8:00

終業
17:00

資
材
積
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実作業 実作業
昼
休
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12:00 13:00
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現
場
移
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資
材
取
卸

準
備
体
操

作
業
準
備

現
場
移
動

後
片
付
け

時間外労働規制の適用に向けた歩掛等の適正化の検討


